
青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の 

支援に関する法律施行細則の一部改正（案）の概要 

 

１ 改正の趣旨 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年５月 19日法律第 40

号）の施行により、生活保護業務を含む基幹業務システムについて、国が示す標準化

基準に適合したシステムを利用すること（以下「システム標準化」という。）が義務

付けられたことから、本県の生活保護システムについてもシステム改修を行い、令和

７年度中に標準化基準に適合しております。 

 生活保護事務については、法定受託事務であり、全国統一的な取り扱いを求められ

ているものである。今回のシステム標準化により、生活保護システムから出力される

様式については国が示す生活保護システム標準仕様書により定められた様式となり、

変更の余地はないものとなることや、「生活保護法施行細則準則について」（平成 12

年３月 31 日社援第 871 号）の別紙「生活保護法施行細則」準則にて様式等について

示されており、県で異なる取扱いをすることが想定されないことから「青森県生活保

護法施行細則」（平成７年３月青森県規則第 23 号。以下「生保細則」という。）にお

いて定めている各様式について見直しを行うとともにそれに伴う所要の整理を行う

こととしています。 

 このため、上記生保細則の例によることとされている「青森県中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則（平成 20 年 3 月

31日青森県規則第 26号。以下「中国細則」という。）についても、同様に見直し及び

所要の整理を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

（１）中国細則に規定する様式について、生活保護システム標準仕様書による様式と内

容や機能が重複する通知書や命令書等を削除します。  

（２）その他所要の規定整備を行います。 

 

３ 今後の予定 

公 布 日：令和８年７月（予定） 

施行期日：公布日 

 

 

 

 

 



青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則新旧対照表 

改正後 現行 

(趣旨) 

第一条～第二条（略） 

 

（申請書の様式） 

第三条 例による生活保護法第二十四条第一項（同条第九項において準

用する場合を含む。）の申請書及び支援法第十四条第四項においてそ

の例によることとされる生活保護法施行規則（昭和二十五年厚生省令

第二十一号）第一条第五項の申請書は、知事が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(趣旨) 

第一条～第二条（略） 

 

（書類等の作成及び整理） 

第三条 知事は、被支援者（現に支援給付を受けている者をいう。以下

同じ。）について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項につ

いて整理しておくものとする。 

一 基本調査書（第一号様式） 

二 支援給付等決定調書（第二号様式） 

三 医療支援給付決定調書（第三号様式） 

四 介護支援給付決定調書（第四号様式） 

五 支援給付金品等支給台帳（第五号様式） 

六 ケース記録表（第六号様式） 

２ 知事は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理

しておくものとする。 

一 支援給付等申請・変更処理簿（第七号様式） 

二 支援給付等廃止処理簿（第八号様式） 

 

（支援給付を行った旨の通知等） 

第四条 知事は、支援法第十四条第四項（支援法第十五条第三項におい

て準用する場合を含む。）においてその例によるものとされた生活保

護法（以下「例による生活保護法」という。）第十九条第二項の規定



改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により要支援者（現に支援給付を受けているといないとにかかわら

ず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。）に支援

給付又は配偶者支援金の支給を行ったときは、前条第一項各号及び第

六条第一項又は第二項に規定する書類（配偶者支援金の支給を行った

ときにあっては、前条第一項第三号及び第四号に規定するものを除

く。）の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地又は現在

地（以下「居住地等」という。）を所管する市長又は福祉事務所長に

通知するものとする。 

２ 知事は、例による生活保護法第六十一条の規定により被支援者から

居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を

行い、新居住地を所管する市長又は福祉事務所長に通知するものとす

る。 

３ 前項の規定による通知は、前条第一項第一号、第二号又は第六号の

書類その他の支援給付又は配偶者支援金の支給の決定又は実施上必

要と認められる書類の写しを添付して行うものとする。 

 

（支援給付申請書等） 

第五条 例による生活保護法第二十四条第一項本文の規定による支援

給付に係る申請書の提出は、支援給付申請書（第九号様式）、資産申

告書（第十号様式）及び収入申告書（第十一号様式）に次に掲げる書

類を添付して行わなければならない。 

一 同意書（第十二号様式） 
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二 給与証明書（第十三号様式）その他の書類で知事が支援給付の決定

上必要と認めるもの 

２ 例による生活保護法第二十四条第九項において準用する同条第一

項本文の規定による申請書の提出は、支援給付変更申請書（第十四号

様式）、資産申告書及び収入申告書（被支援者の資産及び収入の状況

に変更がない場合にあっては、支援給付変更申請書）に申請に係る支

援給付の種類に応じ住宅補修等計画書（第十五号様式）、生業計画書

（第十六号様式）その他の書類で知事が支援給付の決定上必要と認め

るものを添付して行わなければならない。 

３ 支援法第十四条第四項においてその例によることとされる生活保

護法施行規則（昭和二十五年厚生省令第二十一号）第一条第五項本文

の規定による申請書の提出は、前二項の規定にかかわらず、葬祭支援

給付申請書（第十七号様式）に次に掲げる書類を添付して行わなけれ

ばならない。 

一 死亡を証明する書類 

二 葬祭に要した経費を明らかにする書類 

 

（支援給付開始決定通知書等） 

第六条 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による支援給付

の開始の決定を通知する書面及び同条第九項において準用する同条

第三項の規定による支援給付の変更の決定を通知する書面並びに例

による生活保護法第二十五条第二項の書面は、支援給付開始（変更）
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決定通知書（第十八号様式）による。 

２ 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金

の支給の決定を通知する書面は、配偶者支援金支給決定通知書（第十

八号様式の二）による。 

３ 例による生活保護法第二十六条の規定による支援給付の停止又は

廃止を通知する書面は、支援給付停止（廃止）決定通知書（第十九号

様式）による。 

４ 例による生活保護法第二十六条の規定による配偶者支援金の支給

の停止又は廃止を通知する書面は、配偶者支援金支給停止（廃止）決

定通知書（第十九号様式の二）による。 

５ 例による生活保護法第二十四条第三項及び同条第九項において準

用する同条第三項の規定による支援給付の開始及び変更の申請を却

下する決定を通知する書面は、支援給付申請却下通知書（第二十号様

式）による。 

６ 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金

の支給の申請を却下する決定を通知する書面は、配偶者支援金支給申

請却下通知書（第二十号様式の二）による。 

７ 知事は、例による生活保護法第二十四条第三項、同条第九項におい

て準用する同条第三項、第二十五条第二項又は第二十六条の規定によ

る通知をしたときは、支援給付の要否を決定された者の居住地等を所

管する町村長に前各項の通知書の写しを送付するものとする。 
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（入所等の依頼） 

第四条 知事は、例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定に

より被支援者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは

（検診命令） 

第七条 知事は、例による生活保護法第二十八条第一項の規定により検

診を受けるべき旨を命ずるときは、要支援者に対し、次に掲げる書類

を交付するものとする。 

一 検診命令書（第二十一号様式） 

二 検診依頼書（第二十二号様式） 

三 検診書（第二十三号様式） 

四 検診料請求書（第二十四号様式） 

 

（扶養照会書等） 

第八条 知事は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行につい

て照会するときは、扶養照会書（第二十五号様式）によるものとする。 

２ 例による生活保護法第二十四条第八項の書面は、支援給付開始通知

書（第二十五号様式の二）による。 

３ 知事は、例による生活保護法第二十八条第二項の規定により要支援

者の扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求

めるときは、扶養義務報告依頼書（第二十五号様式の三）によるもの

とする。 

 

（入所等の依頼） 

第九条 知事は、例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定に

より被支援者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは



改正後 現行 

その他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託し

ようとするときは、当該施設の長又は当該私人（以下「施設長等」と

いう。）に対し、入所（養護）依頼書（第一号様式）により依頼する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託し

ようとするときは、当該施設の長又は当該私人（以下「施設長等」と

いう。）に対し、入所（養護）依頼書（第二十六号様式）に次に掲げ

る書類を添えて依頼するものとする。 

一 基本調査書（第一号様式）の写し 

二 戸籍謄本 

三 健康診断書 

四 その他必要と認められる書類 

 

（支援給付金の交付方法等） 

第十条 知事が被支援者又はその他関係人（以下「被支援者等」という。）

に対して出納員をして支援給付金（支援給付として給与し、又は貸与

される金銭をいう。以下同じ。）を交付し、又は配偶者支援金を支給

する場合においては、当該出納員は、当該被支援者等から支援給付開

始（変更）決定通知書若しくは配偶者支援金支給決定通知書又はこれ

らに代わるものの提示を求めなければならない。 

２ 知事は、例による生活保護法第十九条第七項第三号の規定により被

支援者等に対する支援給付金の交付又は配偶者支援金の支給を町村

長に依頼して行う場合においては、当該町村長に対し、指定した交付

日又は支給日の三日前までに当該支援給付金又は配偶者支援金に支

援給付費等支給仕訳書（第二十七号様式）を添えて交付するものとす

る。 



改正後 現行 

（保護施設設置届出書等） 

第五条 例による生活保護法第四十条第二項の規定による届出は、保護

施設設置届出書（第二号様式）によらなければならない。 

２ 例による生活保護法第四十一条第二項の申請書は、保護施設設置認

可申請書（第三号様式）による。 

 

（保護施設変更認可申請書） 

第六条 例による生活保護法第四十一条第五項の認可の申請は、保護施

設変更認可申請書（第四号様式）によらなければならない。 

 

（被支援者状況変更届書） 

第七条 例による生活保護法第四十八条第四項の規定による届出は、被

支援者状況変更届書（第五号様式）によらなければならない。 

 

（保護施設廃止報告書等） 

第八条 支援法第十四条第四項においてその例によることとされる生

活保護法施行規則第七条の規定による報告又は同令第八条の規定に

よる通知をするときは、保護施設の廃止又は事業の縮小若しくは休止

後三十日以内に、保護施設廃止（事業縮小（休止））報告（通知）書

（第六号様式）を知事又は市町村長に提出しなければならない。 

２ 例による生活保護法第四十二条の認可の申請は、保護施設休止（廃

止）認可申請書（第七号様式）によらなければならない。 

（保護施設設置届出書等） 

第十一条 例による生活保護法第四十条第二項の規定による届出は、保

護施設設置届出書（第二十八号様式）によらなければならない。 

２ 例による生活保護法第四十一条第二項の申請書は、保護施設設置認

可申請書（第二十九号様式）による。 

 

（保護施設変更認可申請書） 

第十二条 例による生活保護法第四十一条第五項の認可の申請は、保護

施設変更認可申請書（第三十号様式）によらなければならない。 

 

（被支援者状況変更届書） 

第十三条 例による生活保護法第四十八条第四項の規定による届出は、

被支援者状況変更届書（第三十一号様式）によらなければならない。 

 

（保護施設廃止報告書等） 

第十四条 支援法第十四条第四項においてその例によることとされる

生活保護法施行規則第七条の規定による報告又は同令第八条の規定

による通知をするときは、保護施設の廃止又は事業の縮小若しくは休

止後三十日以内に、保護施設廃止（事業縮小（休止））報告（通知）

書（第三十二号様式）を知事又は市町村長に提出しなければならない。 

２ 例による生活保護法第四十二条の認可の申請は、保護施設休止（廃

止）認可申請書（第三十三号様式）によらなければならない。 
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（保護施設事務費請求書等） 

第九条 例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により被

支援者を入所させ、又は入所若しくは養護の委託を受けた施設長等

は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最

初の月の七日までに、知事に請求しなければならない。 

 

２ 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を

精算し、当該四半期の最後の月の翌月の七日までに保護施設事務費

（委託事務費）精算書（第八号様式）を知事に提出しなければならな

い。 

 

（徴収金充当申出書） 

第十条 例による生活保護法第七十七条の二第一項又は第七十八条第

一項の規定による徴収金に係る例による第七十八条の二第一項の申

（支援給付費等繰替支弁金請求書等） 

第十五条 知事は、例による生活保護法第七十二条第二項の規定による

繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに支援給付費等

繰替支弁金請求書（第三十四号様式）に支援給付費等繰替支弁金計算

書（第三十五号様式）及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該

費用を支弁すべき市長又は福祉事務所長にその費用の弁償を請求す

るものとする。 

 

（保護施設事務費請求書等） 

第十六条 例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により

被支援者を入所させ、又は入所若しくは養護の委託を受けた施設長等

は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最

初の月の七日までに保護施設事務費（委託事務費）請求書（第三十六

号様式）により、知事に請求しなければならない。 

２ 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を

精算し、当該四半期の最後の月の翌月の七日までに保護施設事務費

（委託事務費）精算書（第三十七号様式）を知事に提出しなければな

らない。 

 

（徴収金充当申出書） 

第十七条 例による生活保護法第七十七条の二第一項の規定による徴

収金に係る例による第七十八条の二第一項の申出は、例による生活保



改正後 現行 

出は、知事が別に定める申出書によらなければならない。 

 

護法第七十七条の二第一項の徴収金充当申出書（第三十八号様式）に

よらなければならない。 

２ 例による生活保護法第七十八条第一項の規定による徴収金に係る

例による生活保護法第七十八条の二第一項の申出は、例による生活保

護法第七十八条第一項の徴収金充当申出書（第三十九号様式）によら

なければならない。 
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